
令和３年度
食品産業の安全コンサルタントによる

安全診断・指導・調査分析事業

公募要領（３次公募）

令和３年10月19日
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１．事業の内容

3

（１）事業名

令和３年度農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進委託事業のうち食品産業の安全コン
サルタントによる安全診断・指導・調査分析事業

（２）事業目的

農林水産業・食品産業において依然として作業事故が多発している状況を踏まえ、農林水産省では、
分野横断的に作業安全を推進することとし、2020 年２月には、「農林水産業・食品産業の現場の新た
な作業安全対策に関する有識者会議」を設置し、2021 年２月には、同有識者会議での議論を踏まえ、
「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定したところである。

また、食品産業については、食品産業向けの労働安全を推進するためのハンドブック策定等を実施し、
食品事業者に求められる取組・対策や具体的事例等を周知することとしている。

本事業においては、食品産業の労働安全対策をさらに推進するため、安全コンサルタントによる安全
診断・指導（業務改善に関する診断・指導を含む。以下同じ。）の効果について調査・分析することと
する。

（３）事業内容

本事業の内容は、以下のとおり。（③、④はＪＭＡＣのみが該当）

①対象事業者の選定

②安全診断・指導等の実施

③診断・指導評価報告書の作成

④専門家等の意見聴取・反映するための検討会の設置及び開催

⑤成果報告会の実施
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（４）事業全体スキーム
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• 令和３年度農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進委託事業のうち食品産
業の安全コンサルタントによる安全診断・指導・調査分析事業（以下「本事業」とい
う。 ）は農林水産省から株式会社日本能率協会コンサルティング（以下「JMAC」とい
う。）が委託を受け、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部新事業・食品産業政策課
担当職員（以下「担当職員」という。）と適宜協議の上、推進するものである。

• また、JMACは専門家等の意見聴取・反映するための検討会を設置及び開催し、専門的な
意見を聴取することとしている。

• 本事業の安全コンサルタントによる安全診断・指導の対象とする食品事業者（食品製造
業、食品流通業（食品卸売業、食品小売業）又は外食産業の事業を営むものをいう。）
（以下「対象事業者」という。）は、本事業及び公募要領を熟知の上、申請すること。

農林水産省
及び

担当職員
JMAC 対象事業者

検討会

公募、採択

申請

安全診断・
指導実施

設置、開催、
意見聴取

委託

協議
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（５）事業スケジュール（３次公募）
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• JMACは以下のスケジュールで推進し、対象事業者は円滑な推進に協力すること。

2021年
7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年
１月 ２月 ３月

⑤専門家検討会

①対象事業者の選定

②安全診断

・指導の

実施

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

③診断・指導評価

報告書の作成

④成果報告会の

実施

２回目１回目

成果報告会の実施

実地検査

診断結果、
改善方策提示

改善方策
決定

改善方策の
実施状況確認

改善方策の評価

報告書作成

公募準備 ３次公募 決定

開催準備

JMACのみ該当 応募事業者も該当
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２．公募内容
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（１）応募要件
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• 本事業に応募できるもの対象事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすもとのする。

1. 原則本邦において、食品製造業、食品流通業（食品卸売業、食品小売業）又

は外食産業の事業を営んでいる法人及び個人事業主であること。

2. 安全コンサルタントによる安全診断・指導を推進するための組織体制を整え、

安全コンサルタントの受入体制を整備できること。

3. 安全診断・指導から改善までの過程の公表に同意すること(企業秘密除く、匿

名公表可)

4. ＪＭＡＣが事業期間中及び終了後に行う問い合わせ等に協力できること。
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（２）公募方法 （３）提出期限 （４）提出先

8

（２）公募方法

• HPに公募資料を掲載する

• ダウンロードして申請資料を作成すること

• URL：https://www.jmac.co.jp/news/news/info20210806.html

（３）提出期限

• 2021年12月２日（木）17:00

• 電子メールで提出すること（詳細は次項参照）

（４）提出先

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル7F

株式会社日本能率協会コンサルティング

食品産業労働安全コンサルティング事業 事務局

担当：丹羽、山本、寺脇宛

roudou_jmac@jmac.co.jp

https://www.jmac.co.jp/news/news/info20210806.html
mailto:roudou_jmac@jmac.co.jp
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（５）応募方法
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• 応募は以下の要領に沿って、郵便及び電子メールで行うこと（詳細は次項「応募書類」を参照）

①メール送信先

• JMAC食品産業労働安全コンサルティング事業 事務局宛、
メールアドレス：roudou_jmac@jmac.co.jp

②メール件名

• メールの件名は「034020・正式会社名・○／○」としてく
ださい

• 例）034020・（株）日本能率協会コンサルティング・1／1

③メールファイル名

• 電子メールに添付するファイル名は「034020・書類名称・
会社名（略称可）・○／○」としてください

• 例）034020・申請書・JMAC・1／1

④注意事項

• 複数の提出書類を１つのファイル（zip等）にまとめないで
ください

• 40MBを超える場合は、分割して送信してください。なお、
分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名
の最後に「1／1」や「1／3」など、何分割の何番目である
かを必ず記載してください。

件名

034020・（株）日本能率協会コンサルティング・2／2

本文

【事業名】
令和３年度食品産業の安全コンサルタントによる
安全診断・指導・調査分析事業

【提出書類】
034020・申請書・JMAC・1／1

034020・誓約書・JMAC・1／1

034020・応募者概要・JMAC・1／1

034020・応募者補足資料・JMAC・1／2

034020・応募者補足資料・JMAC・2／2

034020・労働安全計画書・JMAC・1／1

034020・労働安全計画書補足資料・JMAC・1／2

034020・労働安全計画書補足資料・JMAC・2／2

034020・決算書・JMAC・1／1

034020・作業安全個別規範チェックシート・JMAC・1／1

添付ファイル

034020・労働安全計画書・JMAC・1／1

034020・労働安全計画書補足資料・JMAC・1／2

034020・労働安全計画書補足資料・JMAC・2／2

034020・決算書・JMAC・1／1

034020・作業安全個別規範チェックシート・JMAC・1／1

件名

034020・（株）日本能率協会コンサルティング・1／2

本文

【事業名】
令和３年度食品産業の安全コンサルタントによる
安全診断・指導・調査分析事業

【提出書類】
034020・申請書・JMAC・1／1

034020・誓約書・JMAC・1／1

034020・応募者概要・JMAC・1／1

034020・応募者補足資料・JMAC・1／2

034020・応募者補足資料・JMAC・2／2

034020・労働安全計画書・JMAC・1／1

034020・労働安全計画書補足資料・JMAC・1／2

034020・労働安全計画書補足資料・JMAC・2／2

034020・決算書・JMAC・1／1

034020・作業安全個別規範チェックシート・JMAC・1／1

添付ファイル

034020・申請書・JMAC・1／1.pdf

034020・誓約書・JMAC・1／1.pdf

034020・応募者概要・JMAC・1／1.pdf

034020・応募者補足資料・JMAC・1／2.pdf

034020・応募者補足資料・JMAC・2／2.pdf

mailto:roudou_jmac@jmac.co.jp
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（６）応募書類
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• 指定のある書類は所定の様式を用いて書類を作成し、以下の全てを電子メールで提出す
ること。

No. 様式 書類名称 備考

１ １ 申請書

２ ２ 誓約書

３ ３ 応募者概要

４ 自由 応募者概要補足資料
会社名、業種、製品、資本金、従業員の項目
が入った概要資料や会社パンフレットでも可

５ ４ 労働安全計画書

６ 自由 労働安全計画補足資料

様式４を補足する資料
例）工場レイアウト、QC工程表、組織概要図、
労働災害データ、現場写真、労働安全に関す
る規定、設備カタログ等）

７ 自由 決算書
過去３年分の決算書（財務諸表等）を提出く
ださい

８ ５ 作業安全個別規範チェックシート

９ 自由
税務代理権限証書の写し又は税理士・
会計士等による申告内容が事実と相違
ないことの証明できる書類

※個人事業主（青色申告者）のみ
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３．公募終了後の流れ

11
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（１）審査 （２）採択決定

12

（１）審査

• JMACが本事業の目的を達成するために有効と認められる事業者を審査・選定します。審
査項目は次項のとおりです。

• なお、審査は非公開とし、審査の経過や結果に至った理由等に関する問い合わせには応
じないものとします。

（２）採択決定

• 12月中旬頃に応募者には採択結果を通知致します。

• 通知方法は原則、様式３に記載いただいたメールアドレス宛に行います。また、連絡が
つかない場合等は採択を辞退したものとみなします。

• 採択決定後は別途詳細な手続き及び必要な様式を定めていますので、規程に基づいた様
式の提出を求めます。（詳細は採択通知とともに連絡します。）
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（参考）審査項目

基準カテゴリ（案）

大項目 小項目

労働安全について
改善の意思を有していること

本事業応募の背景・目的が明確である

労働安全活動の組織体制を整え、示すこと

具体的な現場の困りごと・課題が明確である

安全診断・指導から改善までの過程の公表に
同意すること(企業秘密除く・匿名公表可)

企業名、企業情報の公開に同意

背景、取組内容、成果内容の公開に同意

企業秘密に当たらない場合は改善前後の写真掲載
に同意

作業安全のための個別規範チェックシートを
活用し、自己の取組の振り返りをしていること

事業者が自己チェック、現状の弱点把握のために
チェックシートを活用している

13
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（３）安全診断・指導等の実施

14

• JMACの安全コンサルタントが３～５回の訪問及びWeb打合せを行い、以下の内容を基本に診断・指導を行う。（改善
テーマは個社の実態に合わせて、応募者と相談の上、選定する）

※ 感染症拡大状況・繁忙期を考慮し、Web実施や支援回数・時期の調整は可

• 訪問以外にもメール等で安全コンサルタントとのやり取りを行う可能性があることも考慮し、採択されたものは、円
滑に推進するためにこの受入体制を整備すること。

実施事項 実施内容詳細（例）

改善を希望する点等の
ヒアリング、危険箇所

等の実地検査

診断結果、
改善方策の提示

改善方策の決定

改善方策の
実施状況の確認

改善方策の評価

•事業所の組織、製品情報、工程情報、配置人員・スキル等の基本情報整理
•現在およびこれまで取り組んできた労働安全に関する取り組み内容ヒアリング
•労働安全に関する文書、記録類の把握
•具体的な困りごと、課題のヒアリング
•チェックリストを用いた現場の診断（危険個所の写真撮影、記録）

•危険箇所の見える化を始めとする安全課題のまとめ
•各危険箇所の評価結果の共有及び重点危険箇所の特定
•重点危険箇所要因の特定と改善方向性の検討

•改善案の評価及び決定
•改善実行計画の作成
(テーマ名、定量目標、定性目標、実行メンバー、実施項目、完了要件、時期)

•テーマ別の改善実行計画の進捗把握（現場での実地確認）
•テーマ推進上の課題、進め方に関するアドバイス
•安全管理のマネジメントシステムに関する不足機能のアドバイス

•事業所内でのトップマネジメントに向けた成果報告
（全社的な成果共有、賞賛の場づくり）

•今後の課題、継続的な安全管理に関する提言
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（４）成果報告会の実施
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• 本事業ではJMACが成果報告会を開催することとしており、JMACが優良事例として選定し
たものは、成果報告会で事例紹介に協力すること。（１・２次公募先のみで３次公募先
は該当なし）

１．目的

安全指導・指導等の結果等を活用し、食品産業の労働安全対策に対する意識改革と労

働安全対策に取組やすい具体的な情報提供を行う。

２．実施概要

主な参加対象者：食品事業者 50名程度

開催方式 ：リアルとWebの併用

時間・場所 ：２～３時間程度、都内23区

３．プログラム（案）

• 開催挨拶、趣旨説明

• 基調講演

• 労働安全対策の事例紹介（安全診断・指導による改善状況等）

• 労働安全対策支援事業者によるプレゼンテーション

• 質疑応答



16

４．その他

16
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４．その他

17

（１）事業実施

• 申請された労働安全計画及び本事業の推進スケジュールに基づき、本事業の推進に積極
的に協力すること。

• 計画通り事業が実施できないことが明らかになった際には、速やかにJMACに報告・相談
を行うこと。報告・相談すべき事項の放置や大幅な遅延連絡等、適切な対応・推進が行
われていないことがみられる場合には、採択を取り消す場合がある。よって、確実に事
業が遂行できる体制を構築すること。

（２）結果の公表

• 安全診断・指導の内容、結果及び成果の概要について事業期間中および終了後の公表に
可能な範囲で協力することが応募の要件となる。（具体的には企業名、企業情報、背景、
取組内容、成果内容、企業秘密に当たらない場合は改善前後写真等。）

• なお、個々の情報の公表、非公表の取り扱いについては、情報公開法に基づく情報開示
に準ずることとし、JMACと協議の上、決定することとする。

（３）秘密の保持

• 提出された申請書は、採択事業者の選定に使用します。

• 取得した個人情報については、審査のために利用します。また、特定の個人を識別しな
い状態に加工した統計資料等に利用することがあります。ご提供いただいた個人情報は、
上記の利用目的以外で利用することはありません（ただし、法令等により提供を求めら
れた場合を除きます）。
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【お問い合わせ先】

JMAC食品産業労働安全コンサルティング事業 事務局

（丹羽、山本、寺脇）

E-mail : roudou_jmac@jmac.co.jp


